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（定義） 

第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する

者をいう。 

一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の

数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業

種（次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。）

に属する事業を主たる事業として営むもの 

二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の

数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業（第五号の政令で定める業種を

除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの 

三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員

の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業（第五号の政令で定める

業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの 

四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員

の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業（次号の政令で定める業種

を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの 

五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並

びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び

個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むも

の 

六 企業組合 

七 協業組合 

八 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の

法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの 

以上 

本制度において、援助対象者となる中小企業は、以下の「中小企業等経営強化法（旧 中小企業の

新たな事業活動の促進に関する法律）」第 2条第 1項第 1号から第 8号に規定する者をいいます。 


